
千葉市条例第６０号 

   千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及

び千葉市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 （千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第１１条 児童福祉施設の職員は、入所中

の児童に対し、法第３３条の１０各号○

○○に掲げる行為その他当該児童の心身

に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

 

 （入所者及び職員の健康診断） 

第１５条［略］ 

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にか

かわらず、次の表の左欄に掲げる健康診

断○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○が行

われた場合であって、当該健康診断○が

それぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の

全部又は一部に相当すると認められると

きは、同欄に掲げる健康診断の全部又は

一部を行わないことができる。この場合

において、児童福祉施設の長は、それぞ

れ同表の左欄に掲げる健康診断○の結果

を把握しなければならない。  

［略］ 

児童が通学する学

校における健康診

断 

［略］ 

 

［新設］ ［新設］ 

第１１条 児童福祉施設の職員は、入所中

の児童に対し、法第３３条の１０第１項

各号に掲げる行為その他当該児童の心身

に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

 

 （入所者及び職員の健康診断） 

第１５条［略］ 

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にか

かわらず、次の表の左欄に掲げる健康診

断又は健康診査（母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）第１２条第１項又は

第１３条第１項に規定する健康診査をい

う。同表において同じ。）（以下この項

において「健康診断等」という。）が行

われた場合であって、当該健康診断等が

それぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の

全部又は一部に相当すると認められると

きは、同欄に掲げる健康診断の全部又は

一部を行わないことができる。この場合

において、児童福祉施設の長は、それぞ

れ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果

を把握しなければならない。 

［略］ 

児童が通学する学

校における健康診

断 

［略］ 

 

乳児又は幼児（以 入所した乳幼児に 



 

 

 

 

 

３・４［略］ 

 

 （設備の基準） 

第２５条 乳児又は幼児（以下「乳幼児」

という。）１０人以上を入所させる乳児

院の設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）～（３）［略］ 

 

 （職員） 

第２７条［略］ 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士の資格を有する

者、乳児院において乳幼児の養育に５年

以上従事した者又は法第１３条第３項各

号のいずれかに該当する者でなければな

らない。 

３～７［略］ 

 

 （乳児院の長の資格等） 

第２９条 乳児院の長は、次の各号のいず

れかに該当し、かつ、こども家庭庁長官

が指定する者が行う乳児院の運営に関し

必要な知識を習得させるための研修を受

けた者であって、人格が高潔で識見が高

く、乳児院を適切に運営する能力を有す

るものでなければならない。 

（１）・（２）［略］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

（３）［略］ 

（４）市長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が３年以上であ

るもの又はこども家庭庁長官が指定す

る講習会の課程を修了したもの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

下「乳幼児」とい

う。）に対する健

康診査 

対する入所時の健

康診断、定期の健

康診断又は臨時の

健康診断 

３・４［略］ 

 

 （設備の基準） 

第２５条 乳幼児○○○○○○○○○○○

○○○○○１０人以上を入所させる乳児

院の設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）～（３）［略］ 

 

 （職員） 

第２７条［略］ 

２ 家庭支援専門相談員は○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○、乳児院において乳幼児の養育に５年

以上従事した者又は法第１３条第３項各

号のいずれかに該当する者でなければな

らない。 

３～７［略］ 

 

 （乳児院の長の資格等） 

第２９条 乳児院の長は、次の各号のいず

れかに該当し、かつ、こども家庭庁長官

が指定する者が行う乳児院の運営に関し

必要な知識を習得させるための研修を受

けた者であって、人格が高潔で識見が高

く、乳児院を適切に運営する能力を有す

るものでなければならない。 

（１）・（２）［略］ 

（２）の２ 児童福祉法施行規則（昭和 

２３年厚生省令第１１号）第５条の２

の８に規定するこども家庭ソーシャル

ワーカー（以下「こども家庭ソーシャ

ルワーカー」という。）の資格を有す

る者 

（３）［略］ 

（４）市長が前各号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が３年以上であ

るもの又はこども家庭庁長官が指定す

る講習会の課程を修了したもの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 



 （母子生活支援施設の長の資格等） 

第３７条 母子生活支援施設の長は、次の

各号のいずれかに該当し、かつ、こども

家庭庁長官が指定する者が行う母子生活

支援施設の運営に関し必要な知識を習得

させるための研修を受けた者であって、

人格が高潔で識見が高く、母子生活支援

施設を適切に運営する能力を有するもの

でなければならない。 

（１）・（２）［略］ 

［新設］ 

 

（３）［略］ 

（４）市長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が３年以上であ

るもの又はこども家庭庁長官が指定す

る講習会の課程を修了したもの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

 

 （母子支援員の資格） 

第３８条 母子支援員は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

（１）～（４）［略］ 

［新設］ 

 

（５）［略］ 

 

 （職員） 

第５６条［略］ 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士の資格を有する

者、児童養護施設において児童の指導に

５年以上従事した者又は法第１３条第３

項各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。 

３～７［略］ 

 

 （児童養護施設の長の資格等） 

第５７条 児童養護施設の長は、次の各号

のいずれかに該当し、かつ、こども家庭

庁長官が指定する者が行う児童養護施設

の運営に関し必要な知識を習得させるた

めの研修を受けた者であって、人格が高

 （母子生活支援施設の長の資格等） 

第３７条 母子生活支援施設の長は、次の

各号のいずれかに該当し、かつ、こども

家庭庁長官が指定する者が行う母子生活

支援施設の運営に関し必要な知識を習得

させるための研修を受けた者であって、

人格が高潔で識見が高く、母子生活支援

施設を適切に運営する能力を有するもの

でなければならない。 

（１）・（２）［略］ 

（２）の２ こども家庭ソーシャルワーカ

ーの資格を有する者 

（３）［略］ 

（４）市長が前各号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が３年以上であ

るもの又はこども家庭庁長官が指定す

る講習会の課程を修了したもの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

 

 （母子支援員の資格） 

第３８条 母子支援員は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

（１）～（４）［略］ 

（４）の２ こども家庭ソーシャルワーカ

ーの資格を有する者 

（５）［略］ 

 

 （職員） 

第５６条［略］ 

２ 家庭支援専門相談員は○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○、児童養護施設において児童の指導に

５年以上従事した者又は法第１３条第３

項各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。 

３～７［略］ 

 

 （児童養護施設の長の資格等） 

第５７条 児童養護施設の長は、次の各号

のいずれかに該当し、かつ、こども家庭

庁長官が指定する者が行う児童養護施設

の運営に関し必要な知識を習得させるた

めの研修を受けた者であって、人格が高



潔で識見が高く、児童養護施設を適切に

運営する能力を有するものでなければな

らない。 

（１）・（２）［略］ 

［新設］ 

 

（３）［略］ 

（４）市長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が３年以上であ

るもの又はこども家庭庁長官が指定す

る講習会の課程を修了したもの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

 

 （児童指導員の資格） 

第５８条 児童指導員は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

（１）～（３）［略］ 

［新設］ 

 

（４）～（10）［略］ 

 

 （職員） 

第９０条［略］ 

２・３［略］ 

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士の資格を有する

者、児童心理治療施設において児童の指

導に５年以上従事した者又は法第１３条

第３項各号のいずれかに該当する者でな

ければならない。 

５・６［略］ 

 

 （児童心理治療施設の長の資格等） 

第９１条 児童心理治療施設の長は、次の

各号のいずれかに該当し、かつ、こども

家庭庁長官が指定する者が行う児童心理

治療施設の運営に関し必要な知識を習得

させるための研修を受けた者であって、

人格が高潔で識見が高く、児童心理治療

施設を適切に運営する能力を有するもの

でなければならない。 

（１）・（２）［略］ 

［新設］ 

潔で識見が高く、児童養護施設を適切に

運営する能力を有するものでなければな

らない。 

（１）・（２）［略］ 

（２）の２ こども家庭ソーシャルワーカ

ーの資格を有する者 

（３）［略］ 

（４）市長が前各号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が３年以上であ

るもの又はこども家庭庁長官が指定す

る講習会の課程を修了したもの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

 

 （児童指導員の資格） 

第５８条 児童指導員は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

（１）～（３）［略］ 

（３）の２ こども家庭ソーシャルワーカ

ーの資格を有する者 

（４）～（10）［略］ 

 

 （職員） 

第９０条［略］ 

２・３［略］ 

４ 家庭支援専門相談員は○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○、児童心理治療施設において児童の指

導に５年以上従事した者又は法第１３条

第３項各号のいずれかに該当する者でな

ければならない。 

５・６［略］ 

 

 （児童心理治療施設の長の資格等） 

第９１条 児童心理治療施設の長は、次の

各号のいずれかに該当し、かつ、こども

家庭庁長官が指定する者が行う児童心理

治療施設の運営に関し必要な知識を習得

させるための研修を受けた者であって、

人格が高潔で識見が高く、児童心理治療

施設を適切に運営する能力を有するもの

でなければならない。 

（１）・（２）［略］ 

（２）の２ こども家庭ソーシャルワーカ



 

（３）［略］ 

（４）市長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が３年以上であ

るもの又はこども家庭庁長官が指定す

る講習会の課程を修了したもの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

 

 （職員） 

第９８条［略］ 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士の資格を有する

者、児童自立支援施設において児童の指

導に５年以上従事した者又は法第１３条

第３項各号のいずれかに該当する者でな

ければならない。 

３～６［略］ 

 

 （児童自立支援施設の長の資格等） 

第９９条 児童自立支援施設の長は、次の

各号のいずれかに該当し、かつ、こども

家庭庁組織規則（令和５年内閣府令第 

３８号）第１６条に規定する人材育成セ

ンターが行う児童自立支援施設の運営に

関し必要な知識を習得させるための研修

又はこれに相当する研修を受けた者であ

って、人格が高潔で識見が高く、児童自

立支援施設を適切に運営する能力を有す

るものでなければならない。 

（１）・（２）［略］ 

［新設］ 

 

（３）［略］ 

（４）市長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が５年以上（人

材育成センターが行う講習課程を修了

した者にあっては、３年以上）である

もの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

 

 

ーの資格を有する者 

（３）［略］ 

（４）市長が前各号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が３年以上であ

るもの又はこども家庭庁長官が指定す

る講習会の課程を修了したもの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

 
 （職員） 

第９８条［略］ 

２ 家庭支援専門相談員は○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○、児童自立支援施設において児童の指

導に５年以上従事した者又は法第１３条

第３項各号のいずれかに該当する者でな

ければならない。 

３～６［略］ 

 

 （児童自立支援施設の長の資格等） 

第９９条 児童自立支援施設の長は、次の

各号のいずれかに該当し、かつ、こども

家庭庁組織規則（令和５年内閣府令第 

３８号）第１６条に規定する人材育成セ

ンターが行う児童自立支援施設の運営に

関し必要な知識を習得させるための研修

又はこれに相当する研修を受けた者であ

って、人格が高潔で識見が高く、児童自

立支援施設を適切に運営する能力を有す

るものでなければならない。 

（１）・（２）［略］ 

（２）の２ こども家庭ソーシャルワーカ

ーの資格を有する者 

（３）［略］ 

（４）市長が前各号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

次に掲げる期間の合計が５年以上（人

材育成センターが行う講習課程を修了

した者にあっては、３年以上）である

もの 

○○ア～ウ［略］ 

２［略］ 

 

 



 （児童自立支援専門員の資格） 

第１００条 児童自立支援専門員は、次の

各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 

（１）・（２）［略］ 

［新設］ 

 

［新設］ 

 

（３）～（８）［略］ 

 

 （児童生活支援員の資格） 

第１０１条 児童生活支援員は、次の各号

のいずれかに該当する者でなければなら

ない。 

（１）・（２）［略］ 

［新設］ 

 

［新設］ 

 

（３）［略］ 

 

 （職員） 

第１１２条［略］ 

２ 里親制度等普及促進担当者は、次の各

号のいずれかに該当する者でなければな

らない。 

（１）［略］ 

（２）里親として５年以上の委託児童（法

第２７条第１項第３号の規定により里

親に委託された児童をいう。以下この

条及び次条第２号において同じ。）の

養育の経験を有する者又は小規模住居

型児童養育事業の養育者等（児童福祉

法施行規則（昭和２３年厚生省令第 

１１号）第１条の１０に規定する養育

者等をいう。以下この条及び次条にお

いて同じ。）若しくは児童養護施設、

乳児院、児童心理治療施設若しくは児

童自立支援施設の職員として、児童の

養育に５年以上従事した者であって、

里親制度その他の児童の養育に必要な

制度への理解及びソーシャルワークの

視点を有するもの 

（３）［略］ 

 （児童自立支援専門員の資格） 

第１００条 児童自立支援専門員は、次の

各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 

（１）・（２）［略］ 

（２）の２ 精神保健福祉士の資格を有す

る者 

（２）の３ こども家庭ソーシャルワーカ

ーの資格を有する者 

（３）～（８）［略］ 

 

 （児童生活支援員の資格） 

第１０１条 児童生活支援員は、次の各号

のいずれかに該当する者でなければなら

ない。 

（１）・（２）［略］ 

（２）の２ 精神保健福祉士の資格を有す

る者 

（２）の３ こども家庭ソーシャルワーカ

ーの資格を有する者 

（３）［略］ 

 

 （職員） 

第１１２条［略］ 

２ 里親制度等普及促進担当者は、次の各

号のいずれかに該当する者でなければな

らない。 

（１）［略］ 

（２）里親として５年以上の委託児童（法

第２７条第１項第３号の規定により里

親に委託された児童をいう。以下この

条及び次条第２号において同じ。）の

養育の経験を有する者又は小規模住居

型児童養育事業の養育者等（児童福祉

法施行規則○○○○○○○○○○○○

○○○○第１条の１０に規定する養育

者等をいう。以下この条及び次条にお

いて同じ。）若しくは児童養護施設、

乳児院、児童心理治療施設若しくは児

童自立支援施設の職員として、児童の

養育に５年以上従事した者であって、

里親制度その他の児童の養育に必要な

制度への理解及びソーシャルワークの

視点を有するもの 

（３）［略］ 



３・４［略］ ３・４［略］   

 （千葉市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第２条 千葉市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（令和７年千葉市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第１３条 一時保護施設の職員は、入所中

の児童に対し、法第３３条の１０各号○

○○に掲げる行為その他当該児童の心身

に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

 

 （児童指導員の資格） 

第２１条 児童指導員は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

（１）～（３）［略］ 

［新設］ 

 

 

 

（４）～（10）［略］ 

第１３条 一時保護施設の職員は、入所中

の児童に対し、法第３３条の１０第１項

各号に掲げる行為その他当該児童の心身

に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

 

 （児童指導員の資格） 

第２１条 児童指導員は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

（１）～（３）［略］ 

（３）の２ 児童福祉法施行規則（昭和 

２３年厚生省令第１１号）第５条の２

の８に規定するこども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

（４）～（10）［略］   

附 則 

 この条例は、令和８年３月１日から施行する。ただし、第１条中千葉

市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第１１条、第

１５条第２項、第２５条、第２７条第２項、第５６条第２項、第９０条

第４項及び第９８条第２項の改正規定並びに第２条中千葉市一時保護施

設の設備及び運営に関する基準を定める条例第１３条の改正規定は、公

布の日から施行する。 


